
★ 安全運転管理者等の変更があった場合は手続きが必要です！

【手続きが必要となる変更事項】

◇ 安全運転管理者・副安全運転管理者が変わった

◇ 事業所の代表者が替わった

◇ 事業所の名前が変わった

◇ 事業所の住所・電話番号が変わった

◇ 車両台数が増えた・減った

などの場合には、変更手続きが必要です。

【手続きの方法等】

◇ 選任又は解任の届出は、選任又は解任した日から15日以内に公安委員会への変更手続き

が必要です。

◇ 届出用紙は、警察署交通課（係）に備付けてあります。

鳥取県警察本部のホームページから届出用紙をダウンロードすることも出来ます。

◇ 安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任・変更の届出書には、次の書類を添付して

ください。

(1) 戸籍抄本、住民票の写し、運転免許証の写し、個人番号カード(いわゆるマイナンバー

カード)の写し、のいずれか。（運転免許証の写しは、表裏両面の写しを添付）

(2) 自動車安全運転センターの発行する運転記録証明書（証明期間２年以上）

※注 資格要件が「公安委員会の認定」の方は「要件該当認定申請書」の提出も必要です。

【届 出 先】

◇ 届出の窓口は、事業所所在地を管轄する警察署交通課(係)です。

※ 電話やＦＡＸ、郵送等での変更手続きはできません。また、安全運転管理者講習の際に

講習申込書等に新しい内容を記載されても変更手続きにはなりません。

※ 詳しくは、所轄警察署交通課へお問い合わせください。

鳥取警察署 ０８５７－３２－０１１０

郡家警察署 ０８５８－７２－０１１０

浜村警察署 ０８５８－７５－０１１０

倉吉警察署 ０８５８－２６－７１１０

琴 浦 大 山 警 察 署 ０８５８－４９－８１１０

米子警察署 ０８５９－３３－０１１０

境港警察署 ０８５９－４４－０１１０

黒坂警察署 ０８５９－７４－０１１０

＊電話番号をお間違えなく！

※ 音声ガイダンスが流れますので

鳥取･倉吉･米子警察署は

② → ① の順に

その他の警察署は

② を

選択してください。


